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1 監査対象事項 

県単独補助金に関する事務の執行について 

 

2 監査の結果に関する報告の公表 

 平成 30 年 4 月 26 日付け山梨県公報号外第 20 号 

 

3 監査の結果に基づき講じた措置の内容 

 

指摘事項及び意見 講じた措置（又は今後の方針等） 

１ 国際シンポジウム開催事業費補助金 

 補助事業に関する手続の確認について

（指摘事項） 

 県職員が補助金の交付先であるシンポ

ジウム実行委員会の事務局となってお

り、「県＝補助事業者」の体制で実績報告

書の内容チェックを行うことは、行政機

関における内部統制の欠陥であり、改善

する必要がある。また、現体制の改善が

困難なら、「直営」で実施することが必要

である。 

 

 

２ 私立学校外国語指導助手活用事業費

補助金 

交付要綱の作成遅延について（指摘事

項） 

交付要綱の作成が遅延していたが、交

付要綱は補助事業を実施する前提にな

るものであり、交付要綱の制定は、補助

事業着手後になることがないよう、適正

な時期での制定を徹底する必要がある。 

 

 

３ 私立学校運営費補助金 

交付申請時の提出書類の追加について

（意見） 

 準学校法人については、貸借対照表の

ような財産状況等の判断ができる資料が

 

 

 

 平成３０年度から、県直営により国際

シンポジウムを開催することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たに交付要綱の制定を行う場合は、

適正な時期に制定するよう徹底した。 

 なお、平成３０年度新規事業に係る交

付要綱については、平成２９年度内に制

定した。 

 

 

 

 

 

平成３０年度から準学校法人に対して

は、補助金交付申請時に、山梨県私立学
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提出書類として不足しているため、補助

金交付申請時に、学校法人会計基準に準

じて作成した貸借対照表等の計算書類の

提出を義務付けるよう改善することを望

む。 

 

 

４ 私立幼稚園等特別支援教育費補助金 

（１）提出書類への記載内容の改善につ

いて（意見） 

  既に提出され、保管されている計算

書類等について、受給者の負担増を考

慮して、補助交付申請等での添付を省

略することは認められるが、添付書類

への記載が「関係書類の抜粋」である

旨の記載に留まっていると、補助金が

法に定める一連の書類の提出を行った

上で交付されているのかわかりにくい

ため、法令遵守をした上で補助金の交

付を受ける旨がわかる記載を望む。 

 

 

（２）補助交付団体への指導等の強化に

ついて（意見） 

予算と同じ数値の記載された実績

報告が確認されたが、支出が予算とま

ったく同じということは通常考えら

れないため、疑義がある場合は、補助

交付団体に適切に指導等を行うこと

により県の補助事業に対するチェッ

ク機能を強化することを望む。 

 

 

５ 私学教職員退職資金造成費補助金 

  補助金額の算定に対するチェック体

制の見直しについて（指摘事項） 

補助金の過払いが学校からの申し出に

より判明し、返還を受けているが、これ

は補助金額の算定を振興会に一任し、県

校運営費補助金交付要綱第６条第４号の

「知事が必要と認める書類」の規定を適

用することにより、学校法人会計基準に

準じて作成した貸借対照表等の計算書類

の提出を義務付けることとした。 

 

 

 

 

 

 平成３０年度から関係書類の抜粋であ

る証明文の記載に留まらず、法令遵守を

した上で補助金の交付を受ける旨がわか

る記載となるよう補助金交付申請及び実

績報告の様式を改めることとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績報告書等申請書類の記載につい

て、改めて適切に記載するよう事業者に

周知するとともに、記載内容に疑義があ

る場合、聞き取り等により確認を行い、

必要に応じて指導を行うこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

振興会への監査の際などに、退職金事

業に関するチェック方法等の確認をした

上で、効率的・効果的なチェックを行う
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のチェック機能が働いていなかったため

である。振興会でのチェック方法等の有

効性を評価した上で、支給対象人数の確

認を県が直接行う等、効率的・効果的な

チェック手段を検討して正確に補助金額

が算定される体制を確立する必要があ

る。 

 

 

６ 私立学校教職員共済業務補助金 

 交付要綱の修正について（意見） 

「山梨県私立学校教職員共済業務補助

金交付要綱」は、「通則」とすべき内容が

「目的」として記載され、「補助対象及び

交付額」の内容に目的が混在している。

「補助金交付要綱作成の手引き」に沿っ

て、現行の要綱の目的等について、より

わかりやすく修正をすることを望む。 

 

 

７ 私学教育振興会活動費補助金 

 長期間継続している定額補助の見直し

について（意見） 

目的は運営費の補助にも関わらず、事

務局長の人件費を根拠に長年定額の補助

が継続している。定額補助は、当該補助

事業に「費用対効果」を考える効果測定

の視点がなくなり、県ＯＢ職員の人件費

補助との誤解を招く原因にもなる。した

がって、補助の必要性が認められるなら

ば、事業を行うに必要な経費を精査して

見積もり、合理的な基準等により補助金

額を決定することを望む。 

 

 

 

 

８ 専修学校各種学校協会活動費補助金 

（１）長期間継続している定額補助の見

ため、誤りが生じにくい補助金の積算方

法を検討することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現行の交付要綱を「補助金交付要綱作

成の手引き」に沿ったわかりやすい記述

に改正した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

振興会の実施する貸付や退職資金造

成、私学教職員研修といった事業は私学

振興に欠かせないもので、団体の運営を

助け、事業を継続して実施していけるよ

う補助を続ける必要がある。それら補助

事業は、安定的・継続的に運営すべき事

業であり、収益を目的としておらず、定

額補助を続けても効率的な事業運営を妨

げるものではない。 

なお、今後も補助事業の実施状況を確

認していく中で、必要に応じて算定方法

の見直しを検討する。 
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直しについて（意見） 

当該補助事業は、明確な根拠がなく

定額の補助が行われているため、補助

金の必要性や事業内容に応じたより合

理的な基準等により補助金額を決定す

る仕組みを検討することを望む。 

 

 

（２）補助交付団体への指導等の強化に

ついて（意見） 

  当該補助事業の効果が「予定されて

いる事業を実施すること」とされてい

るにもかかわらず、長年未実施のまま

理由等の確認を取っていない事業があ

る。計画された事業を実施していなか

った場合や計画と異なる内容の実績報

告があった場合には、詳細な理由等を

把握し、必要に応じて指導・監督する

ことを望む。 

 

 

９ 民生委員児童委員大会開催費補助金 

少額補助金の廃止の検討について（意

見） 

 少額補助金は、指導監督事務にコスト

を要するため、費用対効果が低いと考え

られる。また、当大会は団体内部の総会

的なものであり、かつ、補助金がなくて

も実施できる財政状況であることから、

今後廃止することを検討することを望

む。 

 

 

10 福祉サービス向上等支援事業費補助

金 

（１）目的の未達成について（指摘事項） 

第三者評価を受審する福祉サービス

施設の増加という目的が達成できてお

らず、目的達成のための有効な補助金

 

平成３０年度からこれまでの定額補助

を見直し、山梨県専修学校各種学校協会

が実施する専各学校教育の振興事業の実

績額に対して一定の補助率で補助する算

定方法へと改めた。 

 

 

 

 

平成２９年度は、計画されていたが実

施していない事業は、山梨県専修学校各

種学校協会に聞き取りを行い、問題ない

旨を確認した。 

平成３０年度以降においても、計画ど

おり事業が実施されていない場合は、聞

き取り等により詳細な理由を把握し、必

要に応じて指導・監督を行うこととした。 

 

 

 

 

 

 

大会開催費への補助は廃止するが、県

としては法に基づき指導訓練を行う必要

があるため、要綱を改正し、指導訓練に

対する補助を行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 受審率が低迷している現状の問題点を

把握するため、平成３０年度に事業所を

対象としたアンケートを実施した。その
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となっていない。アンケート等により

現状の問題点を認識した上で、「評価受

審率向上による福祉サービス施設の質

の向上を図る。」という目的達成のため

に有効な補助制度に見直す必要があ

る。 

 

 

（２）成果指標の未設定について（意見） 

  客観的な数値で検証可能な成果指標

（評価受審率）を設定し、実績を評価

し、改善策の検討というマネジメン

ト・サイクルを機能させ、目的達成の

ために有効な施策を検討することを望

む。 

 

 

11 県社会福祉協議会運営費補助金 

（１）補助金交付要綱の規定の削除につ

いて（指摘事項） 

  補助金交付要綱に「派遣職員の給与

を補助対象とする。」との規定がある

が、外部団体に派遣された職員の給与

を負担することは違法との判決が確定

している以上、補助金交付要綱から違

法な取扱いに関する規定を削除する必

要がある。 

 

 

（２）補助金の算定方法等の見直しにつ

いて（指摘事項） 

  県からの業務（委託・補助）に従事

していることを名目に県社協職員（嘱

託１名、プロパー１０名）の人件費の

全額を運営費補助金として交付してい

るが、実際には県からの業務に専ら従

事しているとは認められない。実態に

合わせて補助金の算定・交付方法を見

直す必要がある。 

結果を踏まえて、受審率の向上に有効な

事業に対する助成へと見直していく。 

 

 

 

 

 

 

 

受審率の向上に向けた効果的な事業内

容の見直しに資する成果指標を設定する

こととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金交付要綱を改正し、派遣職員の

給与を補助対象とする規定を削除した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県社協は、本県における福祉推進の中

核となる組織であり、多くの県委託事業

と補助事業を実施している。一方、限ら

れた収益事業と会費では、会の運営を賄

うことができないことから、安定した運

営のために人件費を積算根拠として運営

費を補助している。今後は、県社協の基

礎的運営に必要な経費に応じた算定方法
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（３）給与改定に伴う補助金増額改定に

ついて（指摘事項） 

「県職員給与条例改正による（県社

協の）人件費増」を理由に年度途中に

補助金の増額改定を行っているが、県

社協が独自の判断で行った給与改定に

伴い県が補助金を増額することの是非

について検討する必要がある。 

 

 

（４）人件費補助のあり方について（意

見） 

  再就職した県ＯＢ職員の人件費の全

額を補助金という名目で交付している

が、「税金を使って県ＯＢ職員の定年後

のポスト・給与を確保すること。」と誤

解を与えかねないので、そのあり方に

ついて検討する必要がある。 

 

 

 

 

（５）補助金の算定方法の見直しについ

て（意見） 

  職員の従事状況を反映していない、

赤字補填のような補助金の算定ではな

く、各々の補助・委託事業において関

与割合に基づき事業実施に必要な人件

費を算定するよう、補助金の算定方法

を見直すことを望む。 

 

 

（６）収支差額を補助する方式への変更

について（意見） 

  多くの地方公共団体で運営費補助金

の縮減・廃止が進められている中、収

の見直しについても検討していく。 

 

 

 

 

検討の結果、当該補助金は人件費補助

ではないため、年度途中に県社協独自の

判断で行われた給与改定に伴う補助金の

増額は行わないこととした。 

 

 

 

 

 

 

県ＯＢの再就職については、県社協で

は民間を含めて広く人材を求めている

が、適任者がいない状況で県ＯＢが採用

されている。 

しかしながら、県社協に対して、県民

に誤解を与えないよう、職員の採用に当

たっては公正な募集・選考に留意するよ

う、いただいた意見を伝えることとする。 

 

 

 

 

県社協は限られた収入で会を運営して

いる状況であることから、今後は、自主

事業を増やし自主財源を確保できるよう

指導する中で、必要に応じて算定方法を

見直していく。 

 

 

 

 

 

かつて収支差額方式で補助を行ってい

たが、平成９年度に、県社協の自立性を
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支差額を補助する方式に変更すること

を望む。 

 

 

 

 

12 民間社会福祉施設等整備資金利子補

給金 

（１）債務負担行為について（指摘事項） 

  利子補給を承認した法人に対して

は、その後借入の償還完了時まで利子

補給を継続するという将来の財政負担

を約束しているにもかかわらず、債務

負担行為としての予算措置をしていな

い。将来の財政負担を伴う利子補給に

ついては、債務負担行為としての予算

措置を行う必要がある。 

 

 

（２）補助（施策）の見直しについて（意

見） 

  具体的な成果指標を設定し、かつ、

社会福祉の事業者等の意見を聴取し、

施策がニーズに合っているかを常に検

証し、目的達成のために有効な施策の

見直しを行うことを望む。 

 

 

13 福祉施設経営指導事業費補助金 

（１）経費の全額補助の妥当性について

（指摘事項） 

 経営指導相談事業は、県社協の本来

業務であり、経費全額を県が補助する

ことは妥当ではないことから、全額補

助は見直す必要がある。 

 

 

（２）組織風土及び意識改革について（意

見） 

高めるため、人件費を積算根拠とする運

営費に補助する方式に変更したところで

ある。より適切な算定方式を検討する際

に参考としたい。 

 

 

 

 

 

本事業は、平成２６年度末をもって新

規分を廃止としている。今後、同様の事

業を実施する際には、債務負担行為の設

定を行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後、同様の事業を実施する際の参考

としていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

県社協の本来業務に対する全額補助に

ついては見直しを進めており、事業内容

もニーズ調査を踏まえたものに見直しを

行うこととした。 
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  相談件数及び要望が少ない状況が続

いているにもかかわらず、過去の行政

評価で指摘を受けるまで、費用削減の

ための改革を県社協に指導してこなか

った。外部からの指摘を受ける前に、

自主的に改革を行うという組織風土及

び職員の意識の改革を行うことを望

む。 

 

 

14 地域福祉活動補助金 

（１）交付要綱等への準拠性について（指

摘事項） 

  補助金が交付された３件について

は、交付要綱等の規定・要件に準拠し

ていないと考えられるので、慎重に検

討した上で決定する必要がある。 

 

 

 

 

 

（２）補助金の二重申請・交付について

（指摘事項） 

  公益財団法人山梨県臓器移植推進財

団の設立３０周年記念大会開催経費に

ついては、医務課が執行した「臓器移

植推進事業費補助金」と当該補助金で

二重に補助金申請が行われているの

で、適切な処置を取る必要がある。 

 

 

15 生活困窮者自立支援緊急対策事業費

補助金 

（１）補助対象事業者の選定について（指

摘事項） 

  予算の全額を１者に交付している

が、プロポーザル方式による選定の際

に事業費だけではなく補助金必要額に

平成３０年度からは、補助事業の効果

とともに、費用対効果の面からも事業の

検証が行われ、その結果に基づき費用の

削減や事業の見直しを行うよう、県社協

を指導していくこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助事業の審査に当たっては、助成調

整委員会を開催し、補助金の使途につい

て審査しているところであるが、平成３

０年度からはチェック表を作成し、交付

要綱の規定や要件に準拠しているかどう

か確認することにより、より慎重に交付

決定することとした。 

 

 

 

 

医務課執行の補助金について、記念大

会を除いた事業内容の実績報告を受け、

医務課において額の再確定を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事業は、平成２８年度で終了してい

るため、今後、同様の事業を実施する際

は、補助所要額についても審査項目に追
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ついても提案を受けることにしていれ

ば、予算の範囲内で複数の事業実施が

可能であった。補助事業の選定方法を

見直す必要がある。 

 

 

（２）補助対象経費の算定方法について

（指摘事項） 

  補助対象経費の６割以上を占める人

件費を事業費の割合で算定している

が、補助事業への従事割合に基づき人

件費を算定する必要がある。 

 

 

（３）補助金額の妥当性（指摘事項） 

  多額の現預金を保有している法人が

従来から主たる事業として実施してき

た事業経費を補助しており、かつ､補助

対象経費の６割以上は本来法人の自己

財源で賄うべき人件費であることを勘

案すると、事業２年目である平成２８

年度の補助金は減額する必要があっ

た。 

 

 

（４）評価選定委員の構成（意見） 

  プロポーザル方式の評価選定委員

は、県、市の職員及び大学教授で構成

されているが、補助対象事業者の選定

に疑念を抱かせることのないよう、行

政の外部の方をより多く委嘱すること

を望む。 

 

 

16 軽費老人ホーム事務費補助金 

（１）実績報告書の添付書類の確認につ

いて（意見） 

実績報告書に添付される資金収支計

算書の中には、補助金収入が適正に計

加することも検討しながら、補助事業者

を選定していく。 

 

 

 

 

 

 

 今後、同様の事業を実施する際は、補

助事業への従事割合も考慮して、補助対

象経費を算定していく。 

 

 

 

 

今後、同様の事業を実施する際は、よ

り効率的かつ効果的な補助事業とするた

め、助成団体が従来から実施している事

業に対しては補助の必要性を慎重に検討

した上で、補助対象経費を算定していく。 

 

 

 

 

 

 

今後、同様の事業を実施する際には、

県や市町村などの行政職員以外の者を積

極的に委嘱していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成３０年度から、県からの補助金収

入が確認できない実績報告書が提出さ
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上されているか確認できないものがあ

った。このような場合は、県は必要に

応じ財務諸表の提出や説明を求め、積

極的に確認することを望む。 

 

 

（２）現地調査による確認等について（意

見） 

補助金の審査方法は、実績報告書の

書類審査に加えて、算定根拠の確認、

補助金の有効性、必要性の担保や、「申

請者を牽制する」という目的からも現

地調査・指導の実施を含めて検討すべ

きである。なお、現地調査・指導は、

全ての交付先を調査等しなくとも、必

要に応じ行うことが前提とされていれ

ば、牽制効果はあり、併せて検討を望

む。 

 

 

17 老人福祉施設等施設整備費補助金 

（１）補助金対象施設選定得点表の活用

について（意見） 

補助金対象施設選定得点表は、補助

希望の施設がいずれも予定数内であっ

たために､これまで使用されていない。

この表の作成によって、データが蓄積

され、比較検討にも活用が可能となる

ため、予定内の補助希望数であっても

得点表を作成し、活用することを望む。 

 

 

（２）地域性を考慮した補助金基礎単価

の設定について（意見） 

補助金基礎単価は県独自で行ってい

るとのことであったが、厚労省旧地域

介護福祉空間整備等交付金実施要項の

金額と同額を設定している。厚労省旧

実施要項の金額は全国一律のものでは

れた場合は、必要に応じ、財務諸表等県

からの補助金収入が確認できる資料の

提出を求めることとした。 

 

 

 

 

 

 県の補助金交付事務の手引きでも、検

査は「報告書等及び必要に応じて行う現

地調査によって確認する」こととなって

いるため、実績報告書と関係書類とに大

きく乖離があるような場合等、必要があ

ると判断される場合には現地での書類

確認を行うこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成３０年度から、補助予定数内での

事業者数であっても、得点表を作成する

こととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  基礎単価については、国の交付金単価

に基づき設定しており、交付金廃止後

も、同額の単価としてきた。その後に大

きな社会情勢等の変化がないため、単価

の見直しは行っていない。 
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なく､県は地域性を考慮した基礎単価

を検討し、県独自の基礎単価を設定す

ることを望む。 

 

 

18 介護サービス適正化支援事業費補助

金 

補助金対象経費の内容による実績確

認の充実について（意見） 

  補助金の主な経費は苦情処理委員の

報酬であるが、苦情処理の傾向等の内容

及び処理件数については、実績報告書で

報告されていなかった。このような内容

等の報告は、補助金の目的となる対象経

費の妥当性と成果の検証になるため、委

員の資格・報酬の支払いを確認できる資

料及び苦情処理の実績報告（件数等）を

確認できる書類の添付を求め、確認する

ことを望む。 

 

 

19 長寿やまなし振興事業費補助金 

（１）補助金予算設定の適正化について

（指摘事項） 

   平成２８年度の補助金の予算額と

決算額に９，８２１，０００円（予算

の３３％超）の差額がある。所要額内

訳及び実績額内訳を詳細に分析検討

し、知事が必要と認める額を決定する

とともに、交付先に適正な見積もりを

するよう指導する必要がある。 

 

 

（２）補助金対象経費支払よりかなり早

い時期の概算払について（指摘事

項） 

   年度初めに補助金の概算額の総額

が交付されている。年度実績額の８

３．４％が９月、１０月開催の健康づ

  今後、社会情勢等に大きな変化が生じ

た際には、単価の見直しを検討すること

とする。 

  

 

 

 

 

 

平成３０年度から、交付申請書や実績

報告書に委員の資格や報酬の支払いを

確認できる書類及び苦情処理の実績を

確認できる書類の添付を求め、確認を徹

底することとした。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

知事が必要と認める額の設定に当た

り、交付先には適正な見積もり等の資料

を提出するよう指導するとともに、過去

の実績額内訳も分析検討し、平成３０年

度の必要額を算出して決定した。 

  

  

 

 

 

 

 

  平成３０年度については、年度初めに

全額を概算払いするのではなく、交付先

から精査した見積もりを提出させた上
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くり事業に使用されるのであり、年度

初めに概算払いの総額を交付するこ

とは、当該補助金の交付趣旨に合致し

ない。県は、原則に基づいた精算払い、

または、必要な時期に応じて概算払い

をする必要がある。 

 

 

（３）交付要綱に定める補助金基準額の

内容の明確化について（意見） 

  平成２８年度の予算額と決算額との

差額が９，８２１，０００円となって

おり、基準額の正当性が疑われる。   

補助金交付要綱に記載がある基準額

の「知事が必要と認める額」について

明確な基準額を作成することを望む。 

   

 

 

 

 

20 認知症介護指導者養成研修事業費補

助金 

（１）交付要綱の規定等の変更について

（指摘事項） 

補助金対象事業が規定されている

「山梨県認知症介護研修事業実施要

綱」が平成１８年に「山梨県認知症介

護実践者等養成事業実施要綱」へと改

正されたが、補助金交付要綱の規定は

改正されておらず、整合性が図られて

いない。改正された実施要綱の内容の

変更についても検討した上で、補助金

交付要綱の規定を変更する必要があ

る。 

 

 

（２）実績確認のための報告様式の改善

について（指摘事項） 

で、過去の実績も踏まえ交付決定額の９

０％を７月に概算払いした。 

  

  

 

 

 

 

 

 

  知事が必要と認める額とは補助金交

付の限度額であり、この額は、予算論議

を経て決定した予算額を基に設定して

おり、各年度の事業内容によりその必要

額が変わってくるものであるため、要綱

に詳細に記載することは難しい。 

平成３０年度以降は、実績額との乖離

が生じないようより正確な積算に努め

ることとした。 

  

 

 

 

 

 

平成２９年度中に補助金交付要綱を一

部改正し、改正後の実施要綱と整合を図

った。 
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補助金交付要綱では、対象経費の実

支出額と基準額（１日５，３２０円×

雇上日数）を比較して少ない方の額を

交付額とするとしているが、日数の確

認を行っていない。県は、非常勤職員

であるかどうか及び基本給相当分と雇

上日数の確認ができるよう、補助金交

付要綱の様式を改善する必要がある。 

 

 

（３）補助金の仕組みの改善について（意

見） 

交付先において、研修に行く職員の

代替職員を非常勤職員として雇い入れ

ることは、要件を勘案すると、現実的

に雇い入れることができるか疑問のあ

る状況である。よって、実態に合わせ

た補助金の仕組みに改善するなどの検

討を行い、介護保険施設・事業者等に

おいて認知症介護指導者養成がより進

展するよう改善を望む。 

 

 

21 山梨県遺族会事業費補助金 

（１）実績報告書の提出遅れについて（指

摘事項） 

海外慰霊巡拝等遺族助成事業の事業

完了の日を、参加者の感想文の提出日

とせず、慰霊巡拝から参加者が帰国し

た日ととらえ、補助金の成果の確認を

遅れることなく、適時に行う重要性を

認識し、運用する必要がある。 

 

 

（２）人件費の実績把握方法の改善につ

いて（意見） 

   現状は、年間給与が確定してから補

助対象経費の人件費を計算しているた

め、実績報告書の提出が４月以降とな

平成２９年度に補助金交付要綱を一部

改正し、補助金交付要綱の様式を計算根

拠が確認できる様式に変更した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度に補助金交付要綱を一部

改正し、補助金交付要綱の様式における

代替職員の雇用形態を限定しない内容と

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度からは、事業完了の日は、

最後に参加した慰霊巡拝から参加者が帰

国した日、又は、年度内最後の慰霊巡拝

に参加しないことが確定した日の、いず

れか遅い日とすることとした。 

 

 

 

 

 

より適正な実績把握と適時な実績報告

が行えるよう、平成３０年度からは、業

務日誌の運用により把握した事務量等か
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っている。補助対象経費となる人件費

の実績把握に当たっては、業務日誌の

運用によって工夫することなどによ

り、より適正な実績把握と適時な実績

報告が行えるよう、改善を望む。 

 

 

22 やまなし子育て応援事業補助金 

 具体的な成果指標の設定等について

（意見） 

 漫然と補助事業を継続することがない

よう、具体的な成果指標を設定するとと

もに、今後も継続的なアンケート調査や

第２子以降の出生数調査等により補助の

必要性を見極めるよう努めることを望

む。 

 

 

23 在宅重度心身障害者居室整備費補助

金 

（１）財産の処分の制限期間について（指

摘事項） 

財産の処分の制限期間について、交

付要綱で別に定める期間と規定してい

るが、定められていないため、定める

必要がある。 

 

 

（２）書類の保存期間の整備等について

（指摘事項） 

交付要綱には書類の整備等の定めが

なく、他の補助金の書類保存期間と同

様に５年保存としてきているが、補助

対象事業の経済的価値が５年を超える

ことが考えられる。このため、交付要

綱に書類の保存期間を定める必要があ

り、別に定める処分制限期間と整合す

る書類保存期間とするなど検討する必

要がある。 

ら人件費を算出することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２８年度からアンケート調査を実

施し保護者の声を聴いてきたが、今後も

継続的なアンケート調査や第２子以降

の出生数調査等により事業の必要性を

検討していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

補助金交付の目的及び減価償却資産の

耐用年数等に関する省令を勘案して、財

産処分制限期間を運用通知で定めること

とする。 

 

 

 

 

書類の保存期間は文書管理規程で定め

られているが、一律に適用するのではな

く、財産処分の制限期間等を勘案した適

正な保存期間を設定するよう改める。 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

（３）財産の処分に関する確認について

（意見） 

補助金対象資産の有無について確認

が行われていないため、期間経過前に

無断で処分等が行われていないか確認

する必要がある。このため、一定程度

の事例について補助金対象財産に補助

金の経済的価値が残存する期間におい

て、補助金対象財産の有無について確

認することを望む。 

 

 

24 福祉タクシーシステム事業費補助金 

（１）研修事業の見直しについて（指摘 

事項） 

研修事業は、平成２１年度から８年

間事業が実施されていない。８年間も

実施されていない事業は、補助目的を

達成できず、補助する公益性を検証で

きないことから、事業のあり方を検討

する必要がある。 

 

 

（２）財産処分の制限期間の設定につい 

て（指摘事項） 

リフト付き等車両等への補助事業に

ついては、補助金の経済的効果は長期

間となり、特に車両は譲渡等も可能で

ある。交付要綱に財産処分制限期間を

定める必要がある。 

 

 

（３）書類の保存期間の規定整備につい 

て（指摘事項） 

交付要綱に定められている書類の保

存期間を、他の補助金の書類保存期間

と同様に一律５年保存と定めている。  

 

 

 

 

本事業は個人宅の整備への補助である

ため、申請等の際に丁寧に財産処分の制

限について説明するとともに、交付決定

通知においても教示することで対応す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

乗降介助の方法などを研修する事業だ

が、事業の周知不足もあり近年は要望が

なかった。しかし、福祉車両のニーズは

あることから、改めてタクシー協会と連

携し、研修を行うよう周知していくこと

とした。 

 

 

 

 

平成３０年度中に交付要綱を改正して

財産処分の制限期間に関する規定を追加

し、補助先にも周知していくこととした。 

 

 

 

 

 

 

書類の保存期間は文書管理規程で定め

られているが、一律に適用するのではな

く、財産処分の制限期間等を勘案した適
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交付要綱に定めた「財産処分制限期間」

に合わせた「文書保存期間」を定める

必要がある。 

 

 

（４）交付要綱への暴力団排除規定の追

加について（指摘事項） 

個別の交付要綱に暴力団排除規定の

定めがない場合であっても、基本とな

る山梨県補助金等の交付規則に定めら

れている暴力団排除規定について、確

認する必要がある。 

交付先である市町村に対して、申請

者が暴力団排除規定に該当しない旨を

確認するよう指導するとともに、申請

書の添付書類に暴力団排除に関する書

類を加える必要がある。 

 

 

（５）補助事業の見直しについて（意見） 

リフト付き等兼用車両設置補助事業

は、平成２１年度から８年間実施され

ていない。８年間も実施されていない

事業は、廃止も含め補助目的などを見

直すことを望む。 

 

 

 

 

 

25 介助自動車購入等助成事業補助金 

（１）実績報告書への領収書の添付につ

いて（指摘事項） 

実績報告書に添付すべき領収書の写

しが添付されていないものがあった。

実績報告書に添付すべき領収書の写し

は、領収書の宛名が契約者と同一であ

るか、支払いは済んでいるか、契約書

と金額に相違ないか、を確認する重要

正な保存期間を設定するよう改める。 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度から、市町村に対して、

申請者が暴力団排除規定に該当しない旨

を確認するともに、添付書類に暴力団排

除に関する書類を加えるよう指導した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度に１件実施しており、今

後も２０２０年の東京オリンピック・パ

ラリンピックに向け、リフト付き等兼用

車両の需要が見込まれることから事業を

継続することとした。 

なお、東京オリンピック・パラリンピ

ック終了後には、改めて事業の目的・必

要性について検証を行う。 

 

 

 

 

 

領収書がない市町村には領収書等を添

付するよう指導し、平成２９年度分は適

正に行なわれた。 
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な書類であり、領収書がない場合には、

県は交付市町村に領収書等を添付する

よう指導する必要がある。 

 

 

（２）書類の保存期間の規定整備につい

て（指摘事項） 

交付要綱に定められている書類の保

存期間が一律５年保存と定めている。

補助金対象資産について処分制限期間

が定められていることから、他の補助

金の書類保存期間と同様に一律５年保

存とすることなく、本補助金交付要綱

に定められている処分制限期間と整合

する書類の保存期間を定める必要があ

る。 

 

 

（３）交付要綱への暴力団排除規定の追

加について（指摘事項） 

個別の交付要綱に暴力団排除規定の

定めがない場合であっても、基本とな

る山梨県補助金等の交付規則に定めら

れている暴力団排除規定について、確

認する必要がある。 

交付先である市町村に対して、申請

者が暴力団排除規定に該当しない旨を

確認するよう指導するとともに、申請

書の添付書類に暴力団排除に関する書

類を加える必要がある。 

 

 

（４）財産処分の制限の確認について（意 

見） 

交付要綱上は、処分制限期間経過前

に処分の確認の有無などは求められて

いないが、一定程度の事例について処

分制限期間経過前に補助金対象財産の

有無について確認することを望む。 

 

 

 

 

 

 

 

書類の保存期間は行政文書管理規程で

定められているが、一律に適用するので

はなく、財産処分の制限期間等を勘案し

た適正な保存期間を設定するよう改め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度から、市町村に対して、

申請者が暴力団排除規定に該当しない旨

を確認するとともに、添付書類に暴力団

排除に関する書類を加えるよう指導し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度から、交付市町村と連携

して、助成を受けた者に対し、処分制限

期間経過前に車検証の写しの提出などを

求めることで、補助金対象財産の有無を

確認していくこととした。 
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26 市町村地域生活支援事業費補助金 

必須事業の実施率の向上について（意

見） 

県内市町村が実施する地域生活支援事

業の必須事業の実施率に大きな差があ

る。特に実施率が低い市町村に対して必

須事業の実施率を高めるよう指導する

ことを望む。 

 

 

27 心身障害児ホームサーバー派遣等事

業費補助金 

チェック機能向上のための仕組みづく

りについて（意見） 

補助金交付先の山梨県肢体不自由児協

会の事務局が交付元の担当課内にあり、

協会の事務局員と補助金の事務担当者が

隣席する配置であるため、課内でのチェ

ック機能が十分に働いていないと思われ

る。チェック機能を向上させるための仕

組みづくりを望む。 

 

 

28 心身障害児（者）野外療育訓練等事   

 業 

より有効な事業に向けた指導について

（意見） 

平成２８年度は１０地区のうち、３地

区で事業が行われていない。また、２地

区では４年間事業が行われていない。事

業が行われていない地区について、その

理由を確認し、他地区との連携等も含め、

できるだけ有効に事業が行われるよう指

導することを望む。  

 

 

29 精神障害者措置医療対策費補助金 

 

 

 

 

 

実施率の低い市町村に対し、市町村へ

の説明会の場で事業の必要性を説明し、

実施率を高めるよう指導を行うこととし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

事務局の移管先を探しているが、移管

先が見つかるまでの対応として、平成３

０年度は協会事務局員と県担当者の席の

配置換えを行うとともに、複数名でのチ

ェックを引き続き確実に実施していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業を行っていない地区に理由を確認

したところ、参加人数不足のため開催し

なかったとのことから、他地区と連携し

ての共同開催等により事業を行うよう指

導した。 
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申請内容と実績報告内容との相違確認

と指導について（指摘事項） 

申請書経費内訳書と、実績報告書経費

内訳書を確認したところ、需用費の内訳

に相違があり、再提出された実績報告書

では、前述の相違に加え、金額の変更も

行われている。申請書と報告書に相違が

あった場合には、県は交付先にその内容

を確認する必要がある。 

また、報告書の訂正があった場合は、

再度提出するよう指導する必要がある。 

 

 

 

 

 

30 民間病院協会学術研究等事業費補助

金 

（１）交付申請と交付決定の同一日付に

ついて（意見） 

交付申請と交付決定の日付が４月１

日と同日付けであるのは県による十分

な審査をするのに望ましくなく実効性

のある日程ではない。書類に記載され

る日付は、実際の日付とすることを望

む。 

 

 

（２）補助金対象事業の見直しについて

（意見) 

  研究論文集等の発行は、現状その内

容を勘案すると公益上の必要性は乏し

い。したがって、研究論文集等の発行

を補助金対象事業としないことを望

む。 

 

 

31 救急医療損失医療費補てん補助金 

審査表様式の見直しについて（意見） 

 

 

平成２９年度も備考欄の内容及び金額

について確認したところ誤りがあったた

め、実績報告書の訂正を求めた。例年、

誤りが見つかるため、正確な実績報告書

が作成できるよう対策を講じることを、

平成３０年度の実績報告書の提出に当た

り指導することとする。 

平成３０年度以降も、申請書との突合

などにより実績報告書の検査を入念に行

い、申請時と実績報告で相違があった場

合には、必要に応じて交付先に内容を確

認することとする。 

 

 

 

 

 

 

 平成３０年度から、交付決定日は実際

の日付としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度から、現状と同様の内容

の論文集等は補助対象から除外すること

とした。ただし、公益性が認められる内

容の論文集等であれば、引き続き補助の

対象とする。 

 

 

 

 



20 

 

 当該補助金は、救急患者の搬入を受け

た医療機関の損失医療費について、補助

金を交付するものであり、交付には、医

療機関の申請に対し、知事が設置する審

査会の査定を受ける必要がある。審査は

持ち回りで、審査表への審査結果の記入

と署名捺印が行われるが、審査表に審査

日の記入欄がない。審査表は審査が行わ

れたことの唯一の証拠書類であるため、

審査日を必ず委員が記入するよう様式を

見直すことを望む。 

 

 

32 甲府市医師会救急医療センター運営

費補助金 

 状況の変化による交付先への改善等の

指導について（意見） 

 当該補助金は、救急医療センター開設

者（医師会）が行う夜間急患センター運

営事業に対して市町村が補助する事業を

交付対象としているが、当番医師が不足

となり、平成２８年度より深夜帯を県内

６病院へ委託している。救急医療センタ

ーによる夜間救急医療体制を整備するた

めの補助金であるにも関わらず、当セン

ターを経由して県内６病院に委託するこ

とは、趣旨に合わない。交付先である甲

府市に対し夜間の急患受入体制整備につ

いて改善や見直しを行うよう、指導監督

をすることを望む。 

 

 

33 ドクターヘリ運用事業費補助金 

 交付実績のない補助金について（意見） 

 現在補助金対象とされているドクター

ヘリの３県広域連携に係る連絡調整会議

への出席旅費については、予算計上され

ているものの、交付実績がない。この現

状を勘案し、補助金交付する意義につい

様式を修正し、平成３０年度の審査表

様式には審査日の記入欄を追加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県内６病院への委託は、当番医師が確

保できないことによる市としてもやむを

得ない措置とのことである。しかしなが

ら、救急医療センターで当番医師を確保

できる方が望ましいため、地域医師会や

病院等医師の協力を得ながら、市の体制

確保における対策を確認した上で、必要

に応じて対策の見直しを求めていくこと

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助対象としている会議が他の会議と

あわせて開催されていることから、予算

計上する必要性が乏しいため、平成３１

年度から廃止する方向で見直しを行う。 
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て検討するとともに、金銭的にも少額で

あることから事務効率のことも考え、廃

止も含め当該補助金の見直しを行うこと

を望む。 

 

 

34 臓器移植推進事業費補助金 

（１）変更申請手続要件の順守と実態を

踏まえた見直しについて（指摘事項） 

「各費目相互間におけるいずれか低

い額の２０％以内の経費配分の変更で

補助金額に影響を与えない場合」には

変更申請が必要ないと交付要綱第５条

に規定されているが、実際には「当初

予算額と実績見込額とを比較して２

０％以内の変更」は申請不要として運

用されており、交付要綱と運用に乖離

が生じないよう見直すことが必要であ

る。 

 

 

（２）二重申請と交付要綱等の改善につ

いて（指摘事項） 

  別の補助金の交付決定が行われてい

る経費に対して、当該補助金の変更申

請において補助申請が行われ、結果と

して同一経費に対して二重の補助申請

がされた。交付要綱に、他の補助を受

ける事業を対象外とする規定がないた

め、交付要綱等の改善を図るとともに

同一経費に対して二重の補助金が申請

されないような手続きの改善が必要で

ある。 

 

 

35 看護学術研究事業費等補助金 

（１）補助金の利用促進の指導について

（意見） 

  直近の交付額が予算額の５割にも届

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金交付要綱等に費目の基準につい

て記載がなかったため、平成３０年３月

に交付要綱を改正し、報償費、旅費、需

要費等の補助対象経費となる費目を明記

することで、交付要綱第５条に規定する

費目相互間の経費配分の変更が各費目の

何％の変更となるか算出できるように

し、要綱どおりの運用ができるようにし

た。 

 

 

 

 

 

交付要綱を改正し、同一経費に対して

二重に補助金交付がされることがない

よう、総事業費から寄付金その他の収入

額を控除した差引額、対象経費の実支出

額、並びに基準額を比較して最も少ない

額を選定額とする規定を設け、併せて交

付申請書に、総事業費、収入額、支出額

を明らかにする様式を追加することと

した。 

 

 

 

 

 

 

 県看護協会には、既に事業の周知や施
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いていない状況にある。認定看護師の

養成を進めていくならば、補助金の利

用がより一層促進されるよう、県は補

助金の普及が進まない原因などの課題

を整理し、交付先である山梨県看護協

会に指導することを望む。 

 

 

（２）廃止を含めた補助金の見直しにつ

いて（意見） 

  実績報告書をみると学術研究事業に

おける経費は参加者負担金で賄える部

分が大きく、山梨県看護協会が責任を

もって開催できることから、今後、金

銭的な援助については廃止を含めて見

直しを行うことを望む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 帝京山梨看護専門学校運営費補助金 

 繰入金に係る取扱いの明確化について

（意見） 

 補助金交付要綱では、「支出から全ての

収入を控除した額」が補助金算定の基礎

になるとされているが、赤字補填のため

の繰入金が、運用上収入に含めないこと

とされている。共立高等看護学院運営費

補助金も含めて、設置事業者からの繰入

金の取扱いを交付要綱に明確に規定する

ことを望む。 

 

 

 

設の看護管理者への助言等、助成対象者

の掘り起こしに努めてもらっているが、

これらの働きかけの頻度を上げて対応す

るよう指導した。 

 

 

 

 

 

 

 看護職員の確保を図ることは、地方公

共団体の責務とされており、本県も看護

職員の資質向上に取り組み、質の高い看

護が実践されることにより、魅力ある職

場環境を整え、看護職員の確保を図って

いる。学会参加者の負担金は、そのほと

んどが参加者に配布される学会誌の作成

費に費やされ、負担金のみでは最新の知

見や動向に関する情報等、看護の研究材

料や医療現場において有用な情報を得る

ために行う特別講演に係る経費に不足が

生じることから、当該事業により、引き

続き助成を行う。 

 

 

 

 

 

平成２９年度に、当該補助金及び共立

高等看護学院運営費補助金の交付要綱

の様式を改正し、補助金算定基礎を明確

にするため、基礎額算定のための様式注

意書きに旧国庫補助金と同様の取扱

（「学校設置法人からの繰入金について

は、収入に計上しない」）とする旨の文

言を追加。平成２９年度末に補助先あて

要綱改正の通知を発出した。 
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37 富士吉田市立看護専門学校運営費補

助金  

成果指標の設定について（意見） 

 平成８年に開校した富士吉田市立看護

専門学校は定員割れの状況が続く中、富

士東部地域は人口１０万人当たりで比較

した看護師数が県内で一番少ない地域で

ある。同学校の卒業生が富士北麓地域の

看護師の需給にどの程度の効果をあげて

いるか、入学者確保のための対策の状況

などを成果指標として設定することによ

り、看護師の需給計画を達成できるよう

望む。 

 

 

38 管理捕獲従事者保険料補助金 

補助金対象者であることの確認につい

て（指摘事項） 

 補助金交付要綱では、補助対象者を従

事者としているが、補助事業者から提出

される実績報告書では従事者であるかの

確認ができない。従事者であること及び

その活動状況を把握できる書類を徴収す

る必要がある。 

 

 

39 管理捕獲従事者射撃訓練費補助金 

（１）補助金対象者であること等の確認

について（指摘事項） 

補助金の交付申請書（第１号様式）

では、管理捕獲従事者予定者名簿を提

出する必要があるが提出されていな

い。また、補助対象者は従事者である

必要があるが、補助事業者から提出さ

れる実績報告書では従事者であるか確

認できない。従事者であること及びそ

の活動状況を把握できる書類を徴収

し、確認する必要がある。 

 

 

 

 

本県全体の看護職員の必要数を見込む

ための看護職員需給計画の新たな計画

策定後、当該学校の養成状況等について

評価するための成果指標として設定す

る項目等について検討し、富士吉田看護

専門学校と協議した上で設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 管理捕獲従事者証の写し及び出動カレ

ンダーの写し等の活動状況が把握でき

る書類を徴収することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 管理捕獲従事者証の写し及び出動カレ

ンダーの写し等の活動状況が把握でき

る書類を徴収することとした。 
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（２）補助対象要件の確認について（指

摘事項） 

補助金の交付の対象となる者は、自

家用車を使用した者としているが、補

助事業者から提出される実績報告書で

は自家用車の使用が確認できない。自

家用車使用を確認できる書類を徴収

し、確認する必要がある。 

 

 

40 ツキノワグマ放獣事業費補助金 

 実績報告書の提出期限を判断する事業

完了日について（意見） 

補助事業の目的である、錯誤捕獲等し

たツキノワグマを放獣した日を事業完了

日とし、県は適時に事業報告を求め確認

を行うべきである。補助事業者に対し、

事業完了の考え方を周知することを望

む。 

 

 

41 運輸振興事業費補助金 

 近代化基金の取扱いの検討について

（意見） 

 補助事業者は、補助金で基金を造成し、

その運用益で利子補給事業を行っている

が、低金利が進んでおり、基金運用益で

利子補給事業を継続することは困難であ

る。また、基金造成事業以外の事業が不

活発な際は、その余剰分が計画変更によ

り基金造成事業に充当されている。近代

化基金の造成事業以外の事業の活発化の

観点から、近代化基金の取扱いについて

検討を望む。 

 

 

42 信用保証協会運営費補助金 

収支状況に応じた補助金の見直しの検

 

 

 

交付対象者が提出する実施明細書（実

績報告書の添付資料）で、自家用車使用

の有無を確認することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成３０年度はツキノワグマを放獣し

た日を事業完了日とし、事業報告を求め

確認を行っており、補助事業者に対して

も、事業完了の考え方を周知した。 

 

 

 

 

 

 

 

近代化基金の造成事業以外の補助事業

については、十分な活用が図られるよう

概算払いの際に指導を徹底した。 

また、近代化基金については、国や他

県の動向を把握しながら、利子補給事業

の縮小など運用益の減少を踏まえた対応

について補助事業者に検討を指示した。 
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討について（意見） 

協会の財務状況は７期連続で黒字を達

成している状況にあるため、今後の収支

状況によっては、補助金の見直しを検討

することを望む。 

 

 

 

 

43 産業振興事業費補助金 

より活発な申請の促進等について（意

見） 

当該補助金に対して平成２８年度の交

付申請及び交付決定件数が少ない状況に

あるため、企業にとってメリットの大き

い補助金であることを一層周知するとと

もに、申請手続の簡易化、対象成長分野・

補助率の再検討や複数年度事業への拡大

を含む、より活発な申請を促す施策を行

うことを望む。 

 

 

44 海外展示会出展支援事業費補助金 

 間接補助の指導監督について（意見） 

公益財団法人やまなし産業支援機構

は、県から交付された補助金を事業主体

（展示会への出展企業）に対して間接補

助しているが、県は交付対象企業の選定

に関与せず、機構内部の審査基準の提出

も受けていないため、機構の審査基準を

正確に把握し、助成金交付過程で機構に

対する指導監督を行いうる仕組みを整備

することを望む。 

 

 

45 山梨県・タイ国経済連携推進事業費

補助金 

（１）具体的かつ詳細な実績報告書の記

載の指導について（意見） 

 

今後、保証協会の収支状況は、保証料

収入の減少や代位弁済の増加により赤字

に転じる可能性が極めて高いが、将来に

わたり安定した黒字が見込まれるような

状況になった際は、見直しを検討するこ

ととする。 

 

 

 

 

 

平成３０年度が当該事業の終期である

ため、新たな補助制度を創設する際には、

意見を踏まえた検討を行うこととする。 

 また、平成３０年度の補助事業の募集

では、広報内容について検討することと

した。 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度に県の補助金交付要綱に

規定する審査基準を具体的な基準へと見

直し、機構ではその審査基準に則り交付

対象企業を選定することとし、申請のあ

った案件の妥当性については、機構から

適宜相談を受けることとし、選定過程で

指導監督を行っている。 
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当該事業の実績報告書は事業ごとに

分けて記載されているが、事業の内訳

は科目分類ごとの総額のみであるた

め、補助対象経費に該当するか検証で

きる具体的かつ詳細な実績報告書とな

るよう記載内容について県が指導する

ことを望む。 

 

 

（２）不要な概算払の規定の削除につい

て（意見） 

要綱に概算払いをできるとの規定が

あるが、概算払いを認めるべき積極的

な事情が確認できない当該補助金にお

いては、不要な規定であって削除する

ことを望む。 

 

 

46 やまなし観光推進機構事業費補助金 

（１）補助金交付要綱における報酬の規

定の改善について（意見） 

  やまなし観光推進機構事業費補助金

交付要綱別表で人件費の補助対象経費

を「機構の職員のうち、知事の定める

者に係る報酬、給料、職員手当等、共

済費及び賃金」と定めているが、通常

「報酬」には役員報酬が含まれ、「機構

の職員のうち」と限定すると役員報酬

は含まれないことになる。人件費の補

助対象経費の定めには問題があること

から、補助金交付要綱の別表を改善す

ることを望む。 

 

 

（２）報酬と給与の区分と報酬規程との

整理等について（意見） 

  役員人件費のうち専務理事への支払

分については、報酬と職員給与に区分

して支給しているが、その支給総額が

平成２９年度の事業実績報告書提出に

当たり、申請書の経費内訳などと合致し

たより具体的な内容となるよう実績報告

書の記述について指導するとともに、従

来どおり綿密な聴き取りなどを実施し、

適正な内容であることを確認した。 

 

 

 

 

 

当該補助事業が平成２９年度で終了し

たため、要綱は廃止した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成３０年３月２７日付けで補助金交

付要綱を一部改正し、人件費の補助対象

経費について、「機構の役員のうち、知事

の定める者に係る報酬、役員賞与、通勤

手当等及び共済費 機構の職員のうち、

知事の定める者に係る給料、職員手当等、

共済費及び賃金」とすることで明確にし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 （公社）やまなし観光推進機構へ「機

構報酬規程」の改定を提案し、機構では

平成３０年３月２７日に規定の一部改
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「公益社団法人やまなし観光推進機構

報酬規程」に定める報酬等の上限額を

超えている。専務理事の人件費を役員

報酬と職員給与に区分することは、あ

くまでも公益法人の会計区分上の取扱

いであり、職員給与に区分された分も

含めた役員人件費の総額が「機構報酬

規程」の規定範囲内になっている必要

があるため、支給金額の見直し又は「機

構報酬規程」の改定について提案し、

改善していくことを望む。 

 

 

47 四川省友好促進事業費補助金 

 補助金交付要綱の趣旨にそぐわない事

業の見直しについて（指摘事項） 

 補助金の交付対象は山梨県四川省友好

県民会議だが、山梨県四川省友好県民会

議が実施する事業ではなく、県民会議が

助成する事業に対して補助していること

は、交付要綱の趣旨にそぐわないため、

事業の廃止を含めた見直しを行う必要が

ある。 

 

 

 

 

48 職員相互派遣事業補助金 

（１）現金概算払い時の受領書類の徴取

について（指摘事項） 

  県職員が代理受領をし、派遣職員に

概算払いを行う場合に、派遣職員から

受領書をもらっていないため、 受領し

た事実を証する書類を残す必要があ

る。 

 

 

（２）交付要綱と事業実施要綱との整合

について（意見） 

正を行い、役員報酬の総額が「機構報酬

規程」の範囲内となるようにした。 

また、報酬と給与について内容が混在

している「給与規程」を職員給与のみの

規定とするよう、併せて一部改正した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山梨県四川省友好促進事業として、交

流活動事業と中国語講座開催事業の２事

業が行われていたが、日中関係の緊張の

高まりにより、平成２４年度以降、交流

活動事業は実施が困難となり、中国語講

座開催への助成のみとなった。 

こうした背景から、本事業は一定の役

割を終えたものと判断し、平成２９年度

をもって廃止した。 

 

 

 

 

 

平成２９年度から、県職員が代理受領 

し、派遣職員に交付した補助金について

は、受領した事実を証する書類を残すこ

ととした。 
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 交付要綱には「山梨県出身者の子弟

又はこれに準ずる者」の要件があるが

実施要綱にはその要件はない。また、

交付要綱では「８月以内」となってい

るが、実施要綱では「１年以内」とな

っているため、補助金交付要綱と補助

金実施要綱の整合性を取り、実態に即

した補助金交付要綱及び補助金実施要

綱の整備を行うことを望む。 

 

 

 

 

 

 

 

49 海外技術研修員受入事業費補助金 

 交付要綱と事業実施要綱の整合と規定

の明確化について（意見） 

 研修員の資格について、補助金交付要

綱には「山梨県出身者の子弟又はこれに

準ずる者」の要件があるが、実施要綱に

はその要件はない。そのため、交付要綱

と実施要綱の整合を図るとともに、交付

要綱における「これに準ずる者」が明確

に規定されることを望む。 

 

 

50 自治体職員協力交流研修員受入事業

費補助金 

（１）実態に即した交付要綱及び実施要

綱の整備について（指摘事項） 

  要綱の規定上、補助対象者である協

力交流研修員が海外技術研修員受入事

業費補助金の受給要件を一部満たして

いないといえる。そのため、実態に即

した交付要綱及び実施要綱の整備を行

う必要がある。 

 

交付要綱では海外技術研修員受入事

業費補助金交付要綱を準用（外国人留学

生：修学、海外技術研修員・派遣職員：

研修のため）し、事業実施要綱では相互

派遣職員と外国人留学生を併せて要綱

に定めていたため、職員の資格や研修期

間などの要件について齟齬が生じてい

た。そのため、「山梨県出身者の子弟又

はこれに準ずる者」など齟齬が生じてい

る要件に係る文言を削除し、研修期間を

「１年以内」に統一するなどして内容の

整合性を図るとともに、平成３０年３月

３０日に交付要綱の新規策定及び事業

実施要綱の改正を行った。 

 

 

 

 

 

研修員の資格要件について、交付要綱

に記載されていた「山梨県出身者の子弟

又はこれに準ずる者」を削除するなど、

事業実施要綱との整合性を図り、平成３

０年３月３０日に交付要綱及び事業実施

要綱の改正を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

自治体職員協力交流事業は、総務省及

び（一財）自治体国際化協会が定めた「自

治体職員協力交流事業実施要綱」及び県

の「山梨県海外技術研修員受入事業費補

助金交付要綱」を根拠として実施してき

た。しかし、交付要綱は、研修員の受給

要件について、実施要綱との齟齬が生じ
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（２）補助金交付要綱と実施要綱の整合

について（意見） 

交付要綱には「山梨県出身者の子弟

又はこれに準ずる者」の要件があるが、

実施要綱にはその要件はない。また、

交付要綱では「８月以内」となってい

るが、実施要綱では「８か月」となっ

ている。そのため、交付要綱と実施要

綱の整合を図るとともに、実態に即し

た交付要綱及び実施要綱の整備を行う

ことを望む。 

 

 

51 甲州牛担い手確保支援事業費補助金 

（１）実績報告書の慎重なチェック及び

指導監督について（指摘事項） 

実績報告書とともに県に提出された

研修状況報告書の署名に誤りがあり、

研修日誌の記載も形式的である。適正

な研修の実施を確認する重要な書類で

あるので、慎重なチェック及び適正な

指導監督を行う必要がある。 

 

 

 

（２）補助金交付要件の改善について（意

見） 

概ね年間１，２００ 時間以上の研修

という補助金交付要件の妥当性につい

て十分な検討が行われていない。山梨

県の畜産業の状況及び研修生の経験等

を踏まえた補助金交付要件の改善を行

うことを望む。 

 

ていたことから、新たに「山梨県自治体

職員協力交流事業費補助金交付要綱」を

定め、平成３０年４月１日から施行した。 

 

 

 

 

 交付要綱と実施要綱の内容に齟齬が生

じていたことから、新たに「山梨県自治

体職員協力交流事業費補助金交付要綱」

を定め、平成３０年４月１日から施行し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事業は平成２９年９月をもって完了

したが、今後、同様の事業を実施する際

には、署名欄の誤りについては注意書き

を付記し、また、研修実施状況について

は、巡回指導を通じて実施状況を確認す

る等の内容を追加し、慎重なチェック等

を行う。 

 

 

 

 

本事業は平成２９年９月をもって完了

したが、今後、同様の事業を実施する際

には、農業大学校のカリキュラムや他県

の情報を収集し、本県の実情に即した要

件となるよう十分配慮する。 
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52 農業信用基金協会特別準備金積立補

助金 

 未執行の予算について（意見） 

過去１５年以上執行されていない補助

金が予算として確保され続けている。他

の優先度の高い事業の実施のためにも、

必要性が乏しくなった補助金については

廃止に向けた検討を行い、限られた財源

を有効に活用することを望む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 馬術競技場管理費補助金 

 県職員の外部団体の理事長への就任に

ついて（意見） 

従来から県の現職の農政部長が補助金

交付先であった公益財団法人山梨県馬事

振興センターの理事長に就任している

が、県の指導監督責任と法人の経営責任

を明確化する観点から、県職員の理事長

就任について慎重な検討を行うことを望

む。 

 

 

54 食肉流通センター施設整備関係補助

金 

（１）防水工事費用の全額補助について

（意見） 

防水工事費用の全額を補助している

が、補助金は費用の一部を支援するの

が本来のあり方と考えられるため、累

積欠損が解消し経営が健全化した際に

は、補助率等について慎重に検討する

 

 

 

 

本事業は、国等による農業信用保証保

険制度の枠組みの中で実施している。同

制度は、平成３０年度から５年間継続し

て実施することとなっているが、今後の

社会情勢や畜産農家を取り巻く環境の変

化、他の同種貸付制度の状況等を十分に

踏まえ、必要に応じた検討を行う。 

当初予算で予算を計上しなかった場

合、貸付希望があった時点で補正予算で

対応することになるが、時間を要するた

め、農家が希望する日に貸付ができなく

なることから、事業廃止は困難である。  

 

 

 

 

 

本事業は平成２８年度をもって完了し

たが、理事長の就任については、馬事振

興センターの自主性を尊重し、法令及び

法人の定款の規定に基づいて開催される

理事会の議決を経て選任されていること

を十分に踏まえ、慎重に検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

累積欠損が解消し経営が健全化した際

に、補助率等について検討を行う。 
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ことを望む。 

 

 

（２）経費全額補助の将来的見直しにつ

いて（意見） 

今後、累積欠損が解消し経営が健全

化した際には、経費の全額を補助する

姿勢を改めることを望む。 

 

 

55 フェスタまきば開催費補助金 

（１）実績報告書の提出日について（指

摘事項） 

経費支出完了日を事業完了と誤って

解釈したことにより、実績報告書の提

出が補助金等交付規則で定める補助事

業完了日（イベント開催日）から１か

月以内に行われていない。規則を遵守

し、期限内に実績報告書の提出を求め

る必要がある。 

 

 

（２）成果指標の未設定について（意見） 

客観的な数値で検証可能な成果指標

を設定し、実績を評価し、改善策の検

討というマネジメント・サイクルを機

能させ、有効なフェスタになるよう常

に改善を検討することを望む。 

 

 

56 中山間地域活性化資金利子補給金 

（１）県の主体的な確認・検証について

（意見） 

中山間地域活性化資金の目的外使用

を防止するため、融資機関に対する調

査・報告（要綱１５条）を積極的に活

用し、証拠書類を徴する等の方法によ

り県が主体的に確認・検証することを

望む。 

 

 

 

 

 

累積欠損が解消し経営が健全化した際

に、補助率について検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度から、補助事業実施日か

ら１か月以内に実績報告書の提出を求め

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度からアンケート調査項目

を見直して来場者の満足度等を把握し、

調査結果を検証して事業の改善を図るこ

ととした。 

 

 

 

 

 

 

県は国が定めたガイドライン等に基づ

き制度運用を行い、融資機関においても、

書類審査や現地調査により、目的外使用

を防止する管理体制をとっているが、今

後は、県が融資機関と連携を図りつつ、

検証する機会を設けるなど、必要に応じ
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農業近代化資金利子補給金、農村住

宅資金利子補給金、農業経営負担軽減

支援資金利子補給金でも同様の改善を

望む。 

 

 

（２）長期間新規利用のない補助金の見

直しについて（意見） 

平成１４ 年度以降新規貸付がない

という実情を踏まえ、有限である予算

の効率的な利用のため、金融機関と協

議の上、規模の縮小（廃止含む）の方

向で見直すことを望む。 

農村住宅資金利子補給金、農業経営

改善資金利子補給金及び農業経営負担

軽減支援利子補給金でも当該補助金と

同様の改善を望む。 

 

 

57 やまなし建設業経営多角化支援事

業費補助金 

（１）補助金対象経費の支払方法に係る

交付要綱等の改善について（意見） 

  補助金実施要領上原則として現金払

は認められていないが、現金払するこ

とが合理的な場合もあると思われるの

で、その場合は、領収書の確認ととも

に現金払とした理由を明示させるよ

う、補助金交付要綱等の改善を検討す

ることを望む。 

 

 

（２）補助金対象事業の要件規定の改善

について（意見） 

  当該補助金の対象事業は、雇用の拡

大が見込まれる事業であるので、交付

要綱等に雇用の具体的な要件及び雇用

拡大に関する成果目標を設定する等、

当該補助金が雇用の拡大に確実につな

て、県による確認方法等を検討していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 農家の普及指導に携わる農務事務所職

員に資金制度に係る研修会の実施や、地

域の中核となる農家を集めた説明会で資

金制度の周知に努めるとともに、県では

利用実態を踏まえ、補助事業の内容が適

正であるかの検討・見直しを行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付先の補助対象経費の支払方法につ

いて、現金払が可能となるよう実施要領

を改正し、実績報告書に添える必要書類

に現金払の理由を記載することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

補助金交付申請時に雇用計画を定めた

事業計画書を提出させ、審査会において、

補助金の交付目的に合致するか審査をし

ている。 

平成３０年度から、雇用の拡大につい
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がるよう交付要綱等の改善を検討する

ことを望む。 

 

 

 

 

 

 

 

58 建設業若年技能者人材育成促進事業

費補助金 

（１）交付要綱に定める事業遂行状況報

告書の未提出について（指摘事項） 

  補助金交付要綱に定められている事

業遂行状況報告書の提出がなかった。 

県は交付先に対し、事業遂行状況報告

書を提出するよう指導する必要があ

る。 

 

 

（２）交付先での委託先との契約書の未

作成について（指摘事項） 

  補助金交付先が、補助金対象事業を

委託しているのにもかかわらず、委託

契約書を取り交わしていなかった。補

助金実施要領でも、契約書の写しを実

績報告書に添付することになってい

る。補助金交付先と委託先との間で契

約書を取り交わし、実績報告書に写し

を添付するよう指導する必要がある。 

 

 

（３）交付要綱で定める事業遂行状況報

告書の対象時期の具体化について

（意見） 

  事業遂行状況報告書に関して、補助

金交付要綱での対象時期が「毎年度１

２月現在」と規定されており、具体性

に欠ける。何月何日現在の状況報告を

て具体的に評価できるようにするととも

に評価の比重を高めるため、審査会設置

及び審査要領を改正し、新たな審査項目

を追加した。 

また、交付先に対して５年間調査を実

施し、雇用の状況について確認するとと

もに、必要に応じて指導等を行っている。 

 

 

 

 

 

 

事業者への指導を行い、平成２９年度

から、事業遂行状況報告書の提出を徹底

した。 

 

 

 

 

 

 

事業者への指導を行い、平成２９年度

から、補助金交付先が補助金対象事業を

委託する場合には、その委託先との間で

契約書を取り交わし、同時に実績報告書

に写しを添付させることを徹底した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金交付要綱を改正し、平成３０年

度から、１２月末日現在の事業の遂行状

況の報告を求めることとした。 
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求めるのか、補助金交付要綱において

日付を定める必要がある。 

 

 

（４）補助金対象事業である講習会への

参加促進の対策について（意見） 

  補助金対象事業である講習会の参加

者が、定員を大幅に下回っており、要

件を満たせば厚生労働省の建設労働者

確保育成助成金制度も用意されてい

る。県は、この現状を踏まえ、当該補

助金の利用が増えるよう、実施方法等

の改善を検討することを望む。 

 

 

59 青少年育成山梨県民会議助成費補助

金 

（１）人件費補助の効果の明確化と見直 

しについて（意見） 

対象職員が県民会議事業以外の業務

に携わることもあり、または対象職員

以外の職員が県民会議事業の業務を担

っており、効果を明確にできない状況

になっている。人件費補助の効果が明

確にできない場合には、人件費補助を

見直し、事業費補助にすることを望む。 

 

 

（２）概算払いから精算払いへの見直し 

について（意見） 

公益財団法人山梨県青少年協会に対

する補助金の支払方法は、概算払いで

行われ、５年間平均で５％以上の返還

金が発生している。協会の財政状況・

決算内容などを確認し、原則である精

算払いで支払うことを望む。 

 

 

（３）補助金で取得した取得財産等に関

 

 

 

 

 

  

当該補助事業の利用が増えるよう、厚

生労働省の助成金に比べた当該補助事業

の利点のＰＲや、参加しやすい時期の設

定など実施方法等の改善について検討し

ていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助の効果を明確にするため、対象職

員は県民会議事業のみに専念するよう実

行委員会に指導するとともに、県民会議

事業に携わる各職員の業務分担を明確化

するよう指導した。 

 

 

 

 

 

 

精算払いに向け補助金の支払方法につ

いて、青少年協会と協議を行っていくこ

ととした。 
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する財産処分制限期間について（意

見） 

財産処分制限期間が具体的に定めら

れていないことから、交付要綱に記載

のとおり別途定める必要があるが、本

補助金の事業はソフト事業であり、過

去に一度もこの財産にあたるものの取

得はなされていないことから、補助金

交付要綱の見直しを図り、不要な条項

の削除を望む。 

 

 

60 社会教育関係団体活性化事業費補助 

金 

（１）チェック機能向上のための仕組み

について（意見） 

補助金交付要綱に基づき実績報告書

が提出されているが、この実績報告書

の作成者と、この実績報告書をチェッ

クする担当課の担当者が同一人物とな

っており、チェック機能が働いていな

いので、より一層チェック機能が働く

仕組みを構築することを望む。 

 

 

（２）会計規則に基づく現金管理等につ

いて（意見） 

山梨県社会教育振興会の事務局が社

会教育課内に置かれているが、原則と

して、振興会の会計規則どおり、山梨

県社会教育振興会の会計幹事が会計を

行うよう指導することを望む。 

やむを得ず事務局を置く場合でも、

現金管理、預金管理を県の担当課が行

うことを極力避けるよう望む。 

 

 

61  第６２回関東地区高等学校ＰＴＡ連

合会山梨大会開催費補助金 

 

 

従来の事業実績はソフト事業のみであ

ったが、将来的には取得財産等を活用し

た事業を実施する場合も想定されるた

め、財産処分の制限の条項は削除しない

こととした。 

なお、財産処分制限期間については、

交付決定通知書に明示することとしてい

る。 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度からは実績報告書の作成 

者と確認者を別の人物とし、適切な事業

実施について、より一層の確認を行う体

制を整えた。 

 

 

 

 

 

 

 

過去の整理に基づき、県社会教育振興

会の事務局は県が担い、あわせて会計処

理も行ってきたが、会計規則に沿った会

計が行われるよう、構成団体と協議を行

うこととする。 
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（１）変更申請書の記載に係る指導につ

いて（指摘事項） 

経費の配分以外にも変更申請が必要

な項目がある場合には、変更理由及び

内容を確認して、変更申請書に記載す

るよう指導する必要がある。 

 

 

（２）変更内容の確認について（指摘事

項） 

大会開催の意義に関する講演内容な

どが含まれる報酬費の減額など申請が

あったにもかかわらず、具体的な変更

内容の確認が行われていないので、よ

り具体的に変更内容を確認し、補助目

的に見合う事業が行われるかを、変更

時点で確認し、書面で残す必要がある。 

 

 

 

62  やまなし若者中心市街地活性化協働

事業費補助金 

（１）補助金交付要綱における暴力団排 

除規定の追加について（指摘事項） 

補助金交付要綱に暴力団排除に関す

る規定が定められていないので、補助

金交付要綱に暴力団排除規定を追加す

る必要がある。 

 

 

（２）設置要綱に基づく現金管理等につ

いて（意見） 

設置要綱に基づき、社会教育課内に

事務局が置かれ、事務局で現金管理、

預金管理を行っているが、原則、設置

要綱のとおり、会計担当が現金管理、

預金管理を行う必要があり、やむを得

ず事務局が現金管理等を行う場合は、

最低限に限定する必要がある。 

 

 

事業の実施に当たり、変更申請が必要 

な項目がある場合には、変更理由及び内

容を記載し、変更承認申請書を提出する

よう補助事業者に指導した。 

 

 

 

 

事業の実施状況について、補助事業者 

との連絡を密に行い、当初計画に変更が

生じる場合には、変更内容及び影響等を

詳細に確認し、必要に応じて変更承認申

請書の提出を求めるなど補助事業者への

指導を徹底することとした。また、確認

内容等については、書面にて保存するこ

ととした。 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度に補助金交付要綱を改正

し、暴力団排除に関する規定を追加した。 

 

 

 

 

 

 

実行委員会は有志の学生により構成さ 

れメンバーの入れ替えがあることや、防

犯などの課題を踏まえつつ今後の現金管

理等について、実行委員会にて検討して

いくこととした。 
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（３）補助金交付要綱の内容変更に係る 

検討について（意見） 

実行委員会の学生の一部は、ボラン

ティア商店街の露店を手伝う場合があ

り、材料購入費から販売による利益は

全て商店街の会計になっている。販売

等における会計から自主財源が生ずる

ようになれば、補助金支払額の減少に

もつながるため、交付要綱の補助率 

１０／１０を改定し、実行委員会のイ

ベントでの焼きそば店等の販売事業が

可能となるよう、補助金交付要綱の内

容変更を望む。 

 

 

63  子どもクラブ活性化事業補助金 

（１）補助対象経費の項目の限定につい 

て（意見） 

  現在の補助金交付要綱では、補助対

象経費に関して全ての経費を対象とす

ることができるが、事業経費の中には

個人が受益するものが含まれていると

思われ、公益性がある補助対象経費に

限定する項目を補助金交付要綱に規定

することを望む。 

 

 

（２）補助金の効果の波及への対策につ

いて（意見） 

  子どもクラブ活性化事業は子どもク

ラブに加盟していないと参加できない

ため、県子どもクラブ指導者連絡協議

会に対して、組織率を高めることや、

参加機会の増加などを指導し、補助金

の効果が一層波及するよう工夫するこ

とを望む。 

 

 

 

 

 

 本補助金の補助対象は、事業に要する

経費のうち販売等による自主財源を控除

した経費であることから、実行委員会に

対して、自主財源の計上も含めた実践的

な事業計画の立案をアドバイスし、本補

助金を有効活用するなかで、地域づくり

が担えるリーダーの育成を図ることとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

経費執行に当たっては、個人が受益す

るものは参加費等で担うべきであり補助

の対象とならないこと、事業目的及びそ

の公益性等に十分留意して執行すること

を文書にて指導するとともに、実績報告

書の審査においても支出内容の確認を徹

底していくこととした。 

 

 

 

 

補助金のより効果的な活用のため、一

層の組織率向上及び子どもクラブ活性化

事業に対する参加機会の拡大について、

県子どもクラブ指導者連絡協議会と検討

していくこととした。 
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64 科学館シャトルバス運行費補助金 

（１）欠損金の補てん条項の削除につい

て（意見） 

  覚書に「科学館線の運行にあたり、

営業努力したにもかかわらず、欠損金

を生じた場合には、補助金を交付する」

との項目があるが、不要な条項であり

誤解を招きかねないため当該条項の削

除を望む。 

 

 

（２）暴力団排除の確認について（意見） 

個別の交付要綱に暴力団排除規定の

定めがない場合であっても､基本とな

る山梨県補助金等交付規則に暴力団排

除が規定されているので、より一層チ

ェック機能を働かせ、確認を行ってい

くことを望む。 

 

 

65 県体育協会事業費等補助金 

消費税仕入税額控除の報告に係る規定 

に追加について（指摘事項） 

補助事業者が課税事業者の場合の消費

税及び地方消費税の取扱い等に関する事

項が補助金交付要綱に規定されていない

ため、交付要綱に「補助金に係る消費税

仕入税控除の報告」に係る規定を追加し、

県体育協会に消費税仕入税額控除を報告

させ確認を行う必要がある。 

 

 

66 スポーツ・レクレーション祭山梨県

実行委員会事業費補助金 

監査体制の構築に係る指導監督につい

て（意見） 

当該補助金は、交付先である大会実行

委員会から各種実施種目団体に間接補助

 

 

 

 

 当該条項を削除する方向で、補助事業 

者と協議していくこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

現状においても、物品調達管理システ

ムにて物品等入札参加資格者名簿への登

録を確認しているが、今後は、確認した

資料を書面にて保存するなど、一層の確

認を徹底していくこととした。 

 

 

 

 

 

 

 平成２９年度に補助金交付要綱を改

正し、消費税仕入税額控除の規定を追加

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大会実行委員会監事の人選について、

各種実施種目団体以外より人選をするよ
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されるが、それを受ける実施種目団体の

役員が大会実行委員会の監事で、自己監

査となっていることは、内部統制に問題

があるため、交付先内部で適正な監査体

制が構築されるよう、監事の人選につい

て指導監督することを望む。 

 

 

67 いきいき山梨ねんりんピック実行委

員会事業費補助金 

（１）間接補助対象者から交付先への実

績報告書提出時期の指導等について

（指摘事項） 

間接補助をしている各種目団体か

ら、いきいき山梨ねんりんピック実行

委員会への実績報告書の提出が、実行

委員会の補助金交付要綱の規定に反し

て期限後となっているため、各種目団

体から実行委員会への実績報告書を規

定どおり速やかに提出させるよう、実

行委員会に対して指導監督する必要が

ある。 

 

 

（２）実績報告書の収支計算書の様式に

ついて（意見） 

  実績報告書に添付された収支計算書

は補助金対象事業の全体が反映されて

おらず、高齢者総合スポーツ大会に関

する収支の実態が反映された決算書で

はないため、実行委員会に対し、大会

に関する全ての収入及び支出を計上し

た収支計算書を作成するよう、各種様

式の改善等の指導をすることを望む。 

 

 

68 小中学校体育連盟補助金 

事業計画の具体化に係る指導等につい

て（意見） 

う指導し、平成３０年度に開催された総

会では監事が各種実施種目団体以外から

選任された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金の交付決定時に事業完了日につ

いて確認するとともに、実行委員会に対

し、県補助金交付要綱に規定されている

期限を厳守した実績報告書の提出や、各

種目団体に対する実行委員会補助金交付

要綱の規定の徹底について、指導するこ

ととした。 

 

 

 

 

 

 

実行委員会に対し、収支計算書の記載

方法について、大会に関する全ての収

入・支出を記載・報告するよう指導を行

うこととした。 
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補助金対象の支出内容で計画と実績が

異なるものがあり、そのうち需用費（消

耗品費）から旅費への変更といった支出

の性格が異なる変更については、本来事

業計画の変更となるため、小中学校体育

連盟が各学校に対し当初計画を具体的に

決めていく指導をするよう、県は連盟を

指導監督することを望む。  

 

 

各学校が当初計画を決める際に、大幅

な計画変更がないような具体的な計画の

策定について連盟から各学校に周知・徹

底するよう、連盟を指導した。 

 

 


